
1-1
日本データセンター協会（JDCC）が策定したファシリティスタンダード（FS）Tier3相当以上のデー
タセンターであること。

1-2 日本国内法が適用され、日本国内に所在すること。

1-3
情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS：ISO/IEC 27001）の第三者認証を取得しているデー
タセンターであること。

2-1
データセンターは24時間365日の監視体制で、入退室者を識別・記録できるセキュリティ設備（IC
カードなど）により、事前に許可された者のみが入館できるよう、入退館が管理されていること。

2-2
本市が必要とする場合に、本市システム管理担当職員、および本市の指定する事業者の建物への入館
（監査等）を許可できること、又は第三者監査レポートの提供が可能であること。

3-1
庁内の職員が利用する端末とデータセンター間の通信において、通信の暗号化など強固なセキュリ
ティを確保すること。

3-2
ネットワークは冗長化とし、電気通信事業者の障害にも対応できるようマルチキャリアに対応するこ
と。

4-1
監視システム等により、サーバやネットワーク機器の稼動状況を24時間365日常時監視しているこ
と。

4-2
バージョンアップなどのシステム保守作業は、ホームページの公開及びCMSの運用に支障のないよう
に実施すること

5-1
政府機関・地方公共団体ホームページおよびＣＭＳの導入実績が５件以上あり、現在も稼働している
こと。

４．保守・監視体制

５．実績
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下記要件は絶対要件であり、必ず実現すること。実現不可の場合は失格となります。

２．セキュリティ

３．ネットワーク

１．全般
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